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日
時

　
２
月
５
日
㈪

　
　
12
時
～
15
時

場
所

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
い
ぶ
き

※ 

会
場
は
手
指
消
毒
、
換
気
な
ど

感
染
症
の
対
策
を
し
て
い
ま
す
。

※ 

当
日
は
マ
ス
ク
着
用
で
お
願
い

し
ま
す
。

※ 

お
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
お
楽
し
み

甘
味
を
ご
用
意
（
参
加
費
無

料
、
昼
食
持
参
Ｏ
Ｋ
で
す
）
。

※ 

安
平
町
支
え
合
い
活
動
交
付

金
、
社
会
福
祉
協
議
会
助
成
金

を
受
け
運
営
し
て
い
ま
す
。

地
域
サ
ロ
ン
あ
ん
を
開
催
し

ま
す

「
オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
」
を
開

催
し
ま
す

　

認
知
症
の
方
や
家
族
、
知
人
、

介
護
福
祉
医
療
職
、
そ
の
他
認
知

症
に
つ
い
て
気
に
な
る
こ
と
が
あ

る
方
が
集
ま
っ
て
交
流
を
楽
し
む

場
と
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
早
来
会
場
】

日
時

　
２
月
８
日
㈭

　
　
13
時
～
14
時
30
分

場
所

　
ふ
れ
あ
い
交
流
館（
み
な
く
る
）

多
目
的
活
動
室

【
追
分
会
場
】

日
時

　
２
月
15
日
㈭

　
　
13
時
～
14
時
30
分

場
所

　
ぬ
く
も
り
セ
ン
タ
ー　
多
目
的

情
報
ホ
ー
ル

内
容

　
認
知
症
に
関
す
る
ミ
ニ
講
演
会

や
相
談
会
、
ミ
ニ
ゲ
ー
ム
な
ど
。

※ 

参
加
費
無
料
。
お
茶
や
お
菓
子

を
ご
用
意
し
ま
す
。

※ 

参
加
さ
れ
た
方
に
ポ
イ
ン
ト
あ

び
ら
50
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
ま

す
。

※ 

感
染
症
の
拡
大
状
況
に
よ
っ
て

中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

当
日
は
マ
ス
ク
着
用
で
お
願
い

し
ま
す
。
発
熱
な
ど
体
調
不
良

の
方
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
安
平
町
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の

会
（
代
表
・
中
田
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
㉒
４
６
４
６

安
平
町
は
な
ま
る
の
会
を
開

催
し
ま
す

　
安
平
町
は
な
ま
る
の
会
を
毎
月

第
２
月
曜
日
、
第
４
月
曜
日
に
開

催
し
て
い
ま
す
。
老
若
男
女
問
わ

ず
参
加
が
可
能
で
す
。
皆
様
の
ご

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時　
　

　
２
月
12
日
（
月・祝
）

　
　
10
時
～
12
時

場
所

　
青
葉
会
館

内
容

　

か
ご
作
り
や
小
物
作
り
、
絵

画
、
歌
唱
、
手
話

※ 

会
場
は
手
指
消
毒
、
換
気
な
ど

感
染
症
の
対
策
を
し
て
い
ま
す
。

※ 

当
日
は
マ
ス
ク
着
用
で
お
願
い

し
ま
す
。

※ 

お
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
お
楽
し
み

甘
味
を
ご
用
意
（
参
加
費
無

料
、
昼
食
持
参
Ｏ
Ｋ
で
す
）。

※ 

安
平
町
支
え
合
い
活
動
交
付
金

を
受
け
運
営
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ

　
安
平
町
は
な
ま
る
の
会
（
代
表

・
成
田
）

☎
㉕
２
５
６
８
（
自
宅
）
ま
た
は

☎
０
９
０‒

７
０
５
４‒

７
１
２
２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
携
帯
）

人
事
異
動

【
令
和
５
年
12
月
１
日
付
】

昇
格

▼
税
務
住
民
課

　
税
務
住
民
課
長　
奥
田　
浩
司

（
税
務
住
民
課
税
務
グ
ル
ー
プ
主

幹
）

第
３
回
「
移
住
者
交
流
会
」

を
開
催
し
ま
す

　
安
平
町
へ
移
住
し
て
来
ら
れ
た

皆
さ
ん
、
交
流
や
情
報
交
換
の
場

と
し
て
気
軽
に
参
加
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

　
３
回
目
と
な
る
今
回
は
、
ハ
ー

ブ
テ
ィ
ー
ブ
レ
ン
ド
体
験
お
よ
び

試
飲
会
を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時

　
２
月
17
日
㈯

　
　
13
時
30
分
～
16
時

場
所

　
み
ん
な
の
家
（
遠
浅
２
番
地
）

対
象

　
移
住
し
て
か
ら
お
お
む
ね
５
年

以
内
の
方

参
加
費

　
無
料

締
切

　
２
月
９
日
㈮　
先
着
10
名

申
込
み
・
問
合
せ

政
策
推
進
課
政
策
推
進
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　
　
☎
㉒
２
７
５
１

メ
ー
ル

abira-ijuu@
tow

n.abira.lg.jp

問
合
せ

　
代
表　
佐
々
木

　
　
　
　
　
　
　
☎
㉕
３
７
０
６
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住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給します
　 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）

に対し、給付金の支給を実施します。
　※ 下記の通り、前回３万円給付金を受け取っている方は、令和５年12月27日をもって、本給付金

７万円の振り込みは終了しています。

■給付対象者
　 基準日（令和５年12月１日）に、安平町の住民基本台帳に記録されている方で、同一の世帯に属

する方全員が令和５年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

■給付額
　 給付対象世帯１世帯につき７万円（支給は１回のみ）。給付対象者が属する世帯の世帯主名義の

口座へ振り込みます。

■申請方法
　①安平町低所得者世帯臨時特別給付金（３万円）給付金の支給を受けた方
　　 前回給付金（３万円）の支給を受けた方は申請を要しません。町より支給決定通知書が送付さ

れますのでご確認ください。
　②�安平町低所得者世帯臨時特別給付金（３万円）給付金の支給を受けていない方で、上記対象者
に該当する方

　　 町から郵送する確認書に必要事項を記入してください。詳しい申請方法は確認書に同封してい
ますので、ご確認ください。

　　※申請書に同封する返信用封筒にて郵送で提出いただくよう、ご協力をお願いします。

■申請期限
　上記②に該当する方は、３月31日㈰の消印分まで受け付けます。
　※ １月10日に該当する方に確認書を郵送しています。本給付金に該当すると思われる方で、申請

書が届かない方や該当するかどうか確認したい方はお問い合わせください。

■支給時期
　①の対象者　令和５年12月27日に振り込み済み。
　②の対象者　 確認書の返送後、健康福祉課での受付日からおよそ１か月以内での支給を予定して

います。決定後、健康福祉課より振込日を記載した決定通知をお送りします。

■ＤＶ等を理由に避難している方へ
　 ＤＶなどを理由に避難している方が本給付金の支給を受けるにあたり、事情により、町に住民票

を移すことができない方は、下記①～③のいずれかの要件に当てはまる場合、所定の申出書を提
出し、本給付金の申請を行うことで、給付金を受け取ることができます。

　【安平町に住民票を移さず、本給付金の申請を行うことができる要件】
　　①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている。
　　②婦人相談所の証明書などが発行されている。
　　③ 住民基本台帳の閲覧制限が「支援措置」対象となっている（DV等を理由に避難している方

の申請は確認書とは別の申請書が必要です。該当する方はお問い合わせください）。

安平町物価高騰対策低所得者世帯
臨時特別給付金の実施についてのお知らせ
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　在宅の低所得高齢者などを対象に、冬季間の灯油等の経費に対する経済的支援を行います。
　対象条件をご確認いただき、該当する場合は３月８日㈮までに申請してください。

■対象となる世帯
　⑴高齢者世帯
　　 世帯主が満65歳以上で、町民税非課税の世帯（令和６年３月31日までに満65歳に到達する方

を含む）
　⑵ひとり親世帯
　　 満18歳未満（学生の場合は満18歳になった学年の年度末まで）の子を扶養する町民税非課税の

世帯
　⑶しょうがい者世帯
　　 障害者手帳（身体、知的、精神）を所持している方、または障害年金受給者がいる町民税非課

税の世帯（どちらも町民税非課税の世帯に限る）
　※同一住居において複数の世帯が存在する場合は、いずれかの世帯のみを対象とします。
■対象外となる世帯
　・生活保護世帯
　・介護保険施設※１または高齢者施設※２、しょうがい者施設、児童福祉施設に入所している世帯
　　（ただし、配偶者が在宅で支給要件を満たしている場合を除く）
　・課税世帯と同じ住居に居住している世帯
　・申請者が入院中である世帯（申請をした日を基準日とする）
　　※１　 介護保険施設とは、特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、特定施設入居

者生活介護施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等をいいます。
　　※２　高齢者施設とは、高齢者を対象とした共同生活施設全般となります。
■申請方法
　 振込希望口座番号を持参の上、必要事項を申請書に記入し手続きをしてください。なお、役場へ

の来庁が難しい場合、電話などでご連絡いただければ申請書を自宅まで郵送します。
■申請先
　健康福祉課福祉グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
■助成方法
　申請書に記載された口座に振り込まれます。

問合せ　健康福祉課福祉グループ　☎ ㉙ 7071

福祉灯油等特別対策事業のお知らせ
対象世帯につき、福祉灯油購入費用10,000円

■注意事項
　・申請時期や支給時期は自治体によって異なります。
　・この給付金に関して、給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」にご注意ください。
　※ 安平町や総務省などがATM（銀行、コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすること

は、絶対にありません。また、町民の方の世帯構成や生年月日等の個人情報を照会することは
絶対にありません。

問合せ　健康福祉課福祉グループ　☎ ㉙ 7071
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地域おこし協力隊員を募集しています
　募集対象は、都市地域に在住する方となります。知人や友人の方で関心がありそうな方がいらっ
しゃいましたら情報提供をお願いします。詳しい募集要項は、町ホームページをご覧いただくか、
政策推進課政策推進グループへご連絡いただければ郵送等も可能ですので、お問い合わせください。
■募集職種、人数

　希望者に眼底検査を医療機関で受けた費用を助成します。ご不明な点がありましたらお問い合わ
せください。
■対象者
　満40歳以上（昭和59年３月31日以前に出生された方）で、下記の条件を満たす方が対象です。
　①令和５年度の健康診査で眼底検査を受けていない方
　②現在、眼科に通院中ではない方
　　※毎月受診をされていなくても、定期的に眼科で検査や処方を受けている方は対象外です。
　③現在、目に不調がない方（かゆみ、痛み、かすむ、見えづらさなど）
■受診方法
　① 眼底検査費用助成事業を希望する方は、健康福祉課健康推進グループ（総合庁舎）、住民サー

ビス課住民サービスグループ（総合支所）で申請手続きをします。手続き後、眼底検査依頼書
と医師が記載する結果票をお渡しします。ご自身で「あびら追分クリニック」にご連絡いただ
き、検診日程を決定していただきます。

　　　連絡先　あびら追分クリニック　☎ ㉕ 2531（８時40分～17時）
　②眼底検査は「あびら追分クリニック」で受診することとし、両眼とも実施します。
　③受診に係る費用の自己負担はありません。
　※「検診」扱いになるので、健康保険証は使用しません。
　※ 眼底検査の結果、医師の判断で「要精密検査」または「要治療」となった場合、町での費用額助

成は眼底検査のみであるため、精密検査費用および治療費はご本人の医療費負担となります。
■検査期間
　令和５年12月１日から令和６年３月29日㈮までに受診した検査が助成の対象になります。
■役場窓口の申込期限
　３月８日㈮まで
問合せ　健康福祉課健康推進グループ　☎ ㉙ 7071

眼底検査受診費用を助成します

地域おこし協力隊
ページはこちらから

①あびら教育プラン推進員
　地域×学校協働プロモーター １名

②あびら教育プラン推進員　
　ルーブリック評価担当プロモーター １名

③あびら教育プラン推進員
　CFCI推進プロモーター １名

④あびら教育プラン推進員
　キャリア形成支援プロモーター １名

問合せ　政策推進課政策推進グループ　☎ ㉒ 2751

⑤みんなHAPPYSTATION起ち上げ隊 １名

⑥介護ささえ隊 １名

⑦お出かけ円滑化支援員 ２名

⑧まなびおコンシェルジュ １名

⑨スポーツ・文化活動支援員 １名
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　「国の教育ローン」は高校、大学などへの入学時や在学中にかかる費用を対象とした公的な融資
制度です。お子さんの教育資金について、日本政策金融公庫からサポートを受けられます。
融 資 額　お子さん１人あたり350万円以内
金 利　年1.95% 固定金利
　 　 　　※「母子家庭」「父子家庭」「交通遺児家庭」「世帯年収200万円（所得132万円）以内の方」
　 　 　　　 または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得356万円）以内の方」

は年1.55%（令和５年５月１日現在）
返済期間　18年以内
使用用途　入学金、授業料、教科書代、アパートやマンションの敷金および家賃など
返済方法　毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
保 証　（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

　「国の教育ローン」についての詳細は、ホームページ（「国の教育ローン」で検索）でご確認い
ただくか、下記へお問い合わせください。
問合せ　教育ローンコールセンター　☎ 0570‒008656　または　☎ 03‒5321‒8656

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）のご案内

「第57回第二成人式」に参加しませんか
　この式典は、昭和43年に町内有志が厄払いを「第二成人式」と称して執り行ったのが始まりで、
厄払い祈願と同世代の交流を図ることを目的としています。
　昨年まで新型コロナウイルス感染症の影響で中止していましたが、今年は４年ぶりに開催するこ
とになりました。なお、女性は同世代の方が対象で、祝賀会からの参加となります。
日 時　２月17日㈯　式・12時、祝賀会・13時
場 所　式・早来神社、祝賀会・レストランしばらく
対 象　昭和57年（後厄）、昭和58年（本厄）、昭和59年（前厄）生まれの方
　　　　　　※厄年は男性のみ。女性は祝賀会のみ参加可能。
会 費　厄払い 3,000円　祝賀会 4,000円
　　　　　 　※ 厄払いの会費につきましては、玉串料の奉納と令和６年能登半島地震への義援金に

充てさせていただきます。
申 込 方 法　下記二次元バーコードからお申し込みいただくか、申込先までご連絡ください。
　　　　　　※現在町内にお住まいでない方もお誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。
締 切　２月９日㈮  
発起人代表　村上 真啓
申込先・問合せ　事務局・竹中（総務課情報グループ）☎ ㉒ 2511

申し込みは
こちらから
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【３月１日㈮11時から営業を再開します】
　前日の２月29日㈭は無料開放を予定しています。３月にはスタ
ンプ２倍・３倍デー、ビンゴ大会、感謝祭などさまざまなイベン
トを企画して皆様をお待ちしています。詳しくは広報あびら2月
号にてお知らせする予定です。また、ぬくもりの湯の休館中に自
宅のお風呂で入浴できずお困りの方がいましたら住民サービス課
住民サービスグループ（☎ ㉕ 2411）までご連絡ください。

【カラダ測定会】２月６日㈫　13時30分～16時　ぬくもりセンター
　体組成測定のほか、14時から作業療法士による診断を受けられますが、混み合いますの
で、15時以降の参加をおすすめします。
　※開催日に都合がつかない方は、平日であれば測定できますのでご連絡ください。
【キッズデー】３月10日㈰　13時～19時　特設ゲームコーナー
　小学生までならどなたでも参加OK！ゲームのクリア数に応じて景品をゲットでき、当日
入浴すると景品のグレードがアップします！人気の射的やボウリング、幼児向けのゲーム
など全部で７種類のゲームが無料で楽しめます。気軽にお越しください。
【ハッピーバスデー】
　休館中の９月～２月生まれの方については、３月～５月の間に名簿登録をすると登録月
に町内の方は２回（町外の方は１回）無料で入浴できます。９月生まれの町内の方で一度
入浴された方も、期間中もう一度入浴できますので、ぜひご利用ください。
【キッズカード・スタンプカード】
　有効期限は１年間となっていますが、６か月延長しますのでカードはお手元で保管して
おいてください。
　例：カード有効期限が令和５年11月30日までの方 → 令和６年５月30日まで延長

問合せ　ぬくもりの湯　☎ ㉕ 2968（営業時間　11時～22時）

※各イベントの詳細は、町ホームぺージ「ぬくもりセンターからのお知らせ」を
　ご覧ください。右記二次元バーコードからアクセスできます。
※３月の第２・４火曜日は休まず営業します。

安平・厚真行政事務組合からのお知らせ

問合せ　安平・厚真行政事務組合　☎ ㉒ 3151　

資源物（プラスチック、紙類、ペットボトル、びん、缶）の出し方について
　令和５年12月15日以降、資源ごみの出し方については市販の袋（レジ袋）も使用可能としています。
使用できる袋は以下の通りです。
　・容量 45ℓ以下で、無色透明または半透明の市販の袋
　・小売店などでもらう無色半透明のレジ袋（袋に入れたものがおおむね見える程度の透明度）
　現在の組合指定の資源回収袋をお持ちの方は、引き続き使用して出すことができます。なお、燃
やせるごみ、燃やせないごみ、生ごみのそれぞれの出し方については、引き続き各有料指定ごみ袋
の使用をお願いします。
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公営住宅・特公賃住宅・町営住宅　入居者募集
募集期間　２月１日㈭～14日㈬

案内書および申込書の配布・受付（土曜日、日曜日を除く）
　申込受付期間：２月１日㈭～14日㈬　８時30分～17時15分

受付場所
　・建設課施設グループ（総合庁舎）　・住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）

必要なもの
　入居申込書および同意書、世帯全員の所得証明書（最新のもの）、世帯全員の住民票、世帯全員
が市町村民税を滞納していないことの証明書、マイナンバーカード（個人番号カード）または通知
カード

抽選日時・場所
　募集住宅に対し重複した場合は下記日程で抽選を行います。抽選場所は地区によって異なります。
　　早来地区分　２月16日㈮　９時30分～　 総合庁舎
　　追分地区分　２月16日㈮　13時30分～　総合支所

募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、受付場所でご確認ください）
　早来地区：遠浅南公営住宅、遠浅駅前公営住宅、早来あかね公営住宅、早来さつき公営住宅、
　　　　　　早来あけぼの公営住宅、早来あけぼの特定住宅、早来北町公営住宅
　追分地区：追分南公営住宅、追分中央公営住宅
　単身者用： 早来さつき単身者住宅、遠浅アイリス特定単身者住宅、追分カームビレッジ特定単身

者住宅

その他
　令和６年３月１日より契約、15日以内に入居可能な方に限ります。

問合せ　建設課施設グループ　☎ ㉒ 2516

暮らしの困りごとの相談に行政相談委員が応じます
　年金の手続きや制度について知りたいこと、借金や遺産相続について相談したいなど、あなたの
暮らしの困りごとをお気軽にご相談ください。
　相談は無料。秘密は守ります。行政相談委員の自宅または電話で常時相談に応じます。
　総務省行政相談委員　早来地区　水野　佐 氏　☎ ㉒ 3518
　　　　　　　　　　　追分地区　平野秀樹 氏　☎ ㉕ 2774
　問合せ　総務課総務グループ　☎ ㉒ 2511

　　　　【広報笑顔（スマイル）】
　　　　発行／安平町
　　　　企画・編集／総務課情報グループ
　　　　〠 059‒1595 安平町早来大町95番地
　　　　（☎ ㉒ 2511・FAX ㉒ 2026）
安平町ホームページ
　https://www.town.abira.lg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/hokkaido.abira
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地域安全ニュース 令和６年１月22日発行
令和５年度第10号
安平町防犯協会

発行：安平町防犯協会

被害が急増中！新たな特殊詐欺の手口被害が急増中！新たな特殊詐欺の手口
　特殊詐欺の発生件数は、昨年秋から冬にかけて急増しています。特殊詐欺というと「オレオレ詐欺」
や「還付金詐欺」を連想しがちですが、それらは減少傾向にあり、新たな手口が流行しています。
　今回は、最近被害が急増している３つの手口を紹介しますので、確認して注意しましょう。

安安全で全で平平和な和な町町づくりを！づくりを！
■防犯協会の活動
　令和５年12月27日、歳末の防犯活動と交通安全を強化すべく安平町
交通安全推進委員会、安平町交通安全協会、安平町交通安全指導員会と
合同で「安平町歳末特別警戒合同パトロール2023」を追分、早来、遠
浅、安平の各市街地で実施しました。

①仮想通貨詐欺
　仮想通貨などの販売を名目にした詐欺で、主な手口は３つあります。１つ目は「ニセ取引」で、
ノーリスクを謳い仮想通貨を購入させる手口です。２つ目は「ICO詐欺」で、新規事業の資金調達
に関する仮想通貨発行に対して高配当を謳い、購入や周囲の勧誘をもちかける手口です。３つ目は
「Airdrop詐欺」で、無料でユーザーに仮想通貨を配る仕組みを悪用されて登録情報や口座にある
仮想通貨を盗まれてしまう手口です。
　対策としては「金融庁に登録されている取引所を利用しているか」「国内取引所が扱っている仮
想通貨だけを使っているか」の２点に気を付けて内容を確認し、違う場合は詐欺を疑いましょう。

②はがきでの架空請求
　公的機関を名乗って支払いを請求してくる詐欺で、いかにも実在しそうな公的機関風の名称での
請求になっています。また、訴訟や強制執行をほのめかす内容を短い期限のもと、本人が直接電話
するように記載されていることが多いです。
　一番の対策は無視をすることですが、不安な場合は消費者ホットライン（☎188）、警察相談専用
窓口（☎＃9110）に相談しましょう。

③情報商材、副業詐欺
　簡単にもうかるとして、ほとんど意味のない高額な商材を購入させたり、セミナー参加料をだま
し取る詐欺です。また「１日数分の作業で月々○○万円が入ってくる」などと誇大広告を出してい
るケースが多いです。
　対策としては「お金を稼ぐ前に料金を請求してくるときは、ほぼ間違いなく詐欺」だと思ってお
くことです。そういった場合は、すぐに契約を中止しましょう。

不審者や不審車両を見かけたら
警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！
苫小牧警察署☎0144㉟0110　　　追分駐在所☎㉕2003
安平駐在所　☎㉓2339         　　　早来駐在所☎㉒2030
遠浅駐在所　☎㉒2211         　　　役場総務課☎㉒2511


